
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板（１、４１、１０１）に備えられたＳｉＣ層（５、４８、１０２）の表面に酸化膜
（７、４９、１０５）を成膜してなるＳｉＣ半導体装置の製造方法において、
　前記ＳｉＣ層の表面をＳｉ終端された清浄面とする工程と、
　前記清浄面とされたＳｉＣ層の表面に酸化膜を成膜したのち、８００℃以上かつ１００
０℃以下での熱処理を施し、前記ＳｉＣ層の表面で終端しているＳｉと前記酸化膜中のＳ
ｉＯ 2とを電気的に活性化させる工程とを有することを特徴とするＳｉＣ半導体装置の製
造方法。
【請求項２】
　前記熱処理温度を１０００℃とすることを特徴とする請求項 に記載のＳｉＣ半導体装
置の製造方法。
【請求項３】
　前記熱処理雰囲気を不活性ガス雰囲気とすることを特徴とする請求項 に記載の
ＳｉＣ半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記酸化膜をＬＰＣＶＤにより、５ｎｍ／ｍｉｎ以下の堆積レートで形成することを特
徴とする請求項１乃至 のいずれか１つに記載のＳｉＣ半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　基板（１、４１、１０１）に備えられたＳｉＣ層（５、４８、１０２）の表面に酸化膜
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（７、４９、１０５）を成膜してなるＳｉＣ半導体装置の製造方法において、
　前記ＳｉＣ層の表面をＳｉ終端された清浄面とする工程と、
　前記ＳｉＣ層の表面で終端しているＳｉや前記ＳｉＣ層中のＳｉ及びＣを酸素を含むガ
スと反応させると共に、この反応による生成物を除去することにより、ＳｉＣ層の表面を
ＳｉＣを構成するＳｉ及びＣ原子のみが周期的に並んだ１×１構造とする工程と、
　前記表面が１×１構造とされたＳｉＣ層の表面に前記酸化膜を成膜する工程とを含み、
　前記酸化膜を成膜する工程では、前記ＳｉＣ層の表面にデポジションによって前記酸化
膜を成膜することを特徴とするＳｉＣ半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、炭化珪素（ＳｉＣ）からなる半導体装置の製造方法に関するもので、例えば、
ＳｉＣからなるＭＯＳＦＥＴ等に用いて好適である。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
ＳｉＣの上に形成した酸化膜をゲート酸化膜として用いる場合、特に４Ｈ－ＳｉＣにおい
ては、界面準位密度が極めて高く、チャネル移動度を低下させている原因の一つとなって
いた。この界面準位密度の増加は、ゲート酸化膜とＳｉＣとから形成されるＳｉＯ 2／Ｓ
ｉＣ界面に残留している炭素等の不純物が起因して発生していると予測される。すなわち
、ゲート酸化膜をＳｉＣの熱酸化によって形成する場合、酸化反応の過程でＳｉＯ 2／Ｓ
ｉＣ界面に炭素が残留し、ゲート酸化膜を蒸着する場合、ＳｉＣをＨＦ処理した後に大気
に開放すると大気中の炭素等の不純物が表面に付着するため、その表面にＳｉＯ 2を蒸着
するとＳｉＯ 2／ＳｉＣ界面に不純物が残留する。このような不純物のために、界面準位
密度が増加していると考えられる。
【０００３】
これに基づき、本発明者らは、先に、特願２００１－１７２６３号において、高温熱酸化
法を用いることにより、ＳｉＣとゲート酸化膜とによるＳｉＯ 2／ＳｉＣ界面に残留して
いる炭素を低減し、界面準位密度を低減することを提案している。
【０００４】
しかしながら、この方法によっても残留炭素を完全に除去することが困難であり、十分に
界面準位密度を低減することができなかった。
【０００５】
本発明は上記点に鑑みて、ＳｉＣとゲート酸化膜との界面における残留炭素を除去し、界
面準位密度を低減させ、チャネル移動度を向上させることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、ＳｉＣ層の表面をＳｉ終端され
た清浄面とする工程と、清浄面とされたＳｉＣ層の表面に酸化膜を形成したのち、
℃以上かつ ℃以下での熱処理を施し、ＳｉＣ層の表面で終端しているＳｉと酸化
膜中のＳｉＯ 2とを電気的に活性化させることで、酸化膜とＳｉＣ層との界面をＳｉＯ 2／
ＳｉＣ清浄界面とする工程とを有することを特徴としている。
【００１０】
このように、ＳｉＣ層の表面で終端したＳｉと酸化膜中のＳｉＯ 2とを結合させることで
、これらを電気的に活性化させることができる。このような構成も、ＳｉＣを酸化させる
ことによって発生する残留炭素が生成されないため、酸化膜とＳｉＣ層との界面における
残留炭素を低減することができる。
【００１１】
　請求項 に示すように、熱処理温度としては１０００℃が好ましい。また、請求項 に
示すように、熱処理雰囲気としては不活性ガス雰囲気とすることができる。
【００３４】
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　請求項 に記載の発明では、ＳｉＣ層の表面をＳｉ終端された清浄面とする工程と、Ｓ
ｉＣ層の表面で終端しているＳｉやＳｉＣ層中のＳｉ及びＣを酸素を含むガスと反応させ
ると共に、この反応による生成物を除去することにより、ＳｉＣ層の表面をＳｉＣを構成
するＳｉ及びＣ原子のみが周期的に並んだ１×１構造とする工程と、表面が１×１構造と
されたＳｉＣ層の表面に酸化膜を成膜する工程とを含み、ＳｉＣ層の表面にデポジション
によって酸化膜を成膜することを特徴としている。
【００３５】
　このように、ＳｉＣ層の表面をＳｉで終端させたのち、Ｓｉ終端のＳｉやＳｉＣ層中の
ＳｉやＣを酸素ガス中のＯと反応させることで、ＳｉＣ層の表面を清浄面とすることがで
きる。そして、このような清浄面となったＳｉＣ層の表面に するこ
とで、酸化膜とＳｉＣ層との界面の残留炭素を低減することができる。これにより、請求
項１と同様の効果を得ることができる。
【００３６】
なお、ＳｉＣ層の表面をＳｉで終端していなくても、同様の効果を得ることができる。
【００４２】
なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係
を示すものである。
【００４３】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
図１に、本発明の一実施形態を適用して形成したｎチャネルタイプのプレーナ型ＭＯＳＦ
ＥＴ（以下、縦型パワーＭＯＳＦＥＴという）の断面構成を示す。以下、図１に基づいて
、縦型パワーＭＯＳＦＥＴの構成について説明する。
【００４４】
上面を主表面１ａとし、主表面１ａの反対面となる下面を裏面１ｂとした、ＳｉＣからな
るｎ +型基板１が用いられている。このｎ +型基板１の主表面１ａ上には、ｎ +型基板１よ
りも低いドーパント濃度を有するＳｉＣからなるｎ -型ドリフト層２が積層されている。
これらｎ +型基板１の主表面１ａ及びｎ -型ドリフト層２の上面は、（０００１）面とされ
、表面状態密度が低くなる面方位が選択されている。
【００４５】
ｎ -型ドリフト層２の表層部における所定領域には、所定深さを有するｐ型ベース領域３
が形成されている。このｐ型ベース領域３はＢをドーパントとして形成されており、約１
×１０ 1 7ｃｍ - 3以上の濃度となっている。なお、ｐ型ベース領域３のうち部分的に接合深
さが深くされた部分は、ディープベース領域３ａであり、縦型パワーＭＯＳＦＥＴのアバ
ランシェ耐量向上のために備えられている。また、ｐ型ベース領域３の表層部の所定領域
には、該ベース領域３よりも浅いｎ +型ソース領域４が形成されている。
【００４６】
さらに、ｎ +型ソース領域４とｎ -型ドリフト層２のうちのドリフト領域６とを繋ぐように
、ｐ型ベース領域３の表面部にはｎ -型ＳｉＣ層５が延設されている。このｎ -型ＳｉＣ層
５は、エピタキシャル成長にて形成されたものであり、エピタキシャル膜の結晶が４Ｈ、
６Ｈ、３Ｃもしくは１５Ｒのもので構成され、その表面がＳｉ終端の洗浄面とされた３×
３構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2構造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等のＳｉＣ
面となっている。このｎ -型ＳｉＣ層５がデバイスの動作時にチャネル形成層として機能
する。以下、ｎ -型ＳｉＣ層５を表面チャネル層という。
【００４７】
なお、ここでいう３×３構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2構造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは
６×６構造とは、それぞれ３倍周期構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2倍周期構造、３ 1 / 2倍
周期構造、６倍周期構造のことを意味する。例えば、３×３構造の場合には、ＳｉＣの結
晶構造の周期に対して、３周期毎にＳｉが配置されているようなものを示す。
【００４８】
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表面チャネル層５は、Ｎ（窒素）をドーパントとして形成されており、そのドーパント濃
度は、例えば１×１０ 1 5ｃｍ - 3～１×１０ 1 7ｃｍ - 3程度の低濃度で、かつ、ｎ -型ドリフ
ト層２及びｐ型ベース領域３のドーパント濃度以下とされている。これにより、低オン抵
抗化が図られている。
【００４９】
表面チャネル層５の上面およびｎ +型ソース領域４の上面にはゲート酸化膜７が形成され
ている。さらに、ゲート酸化膜７の上にはドープトポリシリコンからなるゲート電極８が
形成されており、このゲート電極８を覆うようにＬＴＯ膜からなる絶縁膜９が形成されて
いる。この絶縁膜９の上にはソース電極１０が形成され、ソース電極１０はｎ +型ソース
領域４およびｐ型ベース領域３と接した状態となっている。そして、ｎ +型基板１の裏面
１ｂにドレイン電極１１が形成され、図１に示すプレーナ型ＭＯＳＦＥＴが構成されてい
る。
【００５０】
このように構成されたプレーナ型ＭＯＳＦＥＴは、表面チャネル層５の導電型を反転させ
ることなくチャネルを誘起する蓄積モードで動作するため、導電型を反転させる反転モー
ドのＭＯＳＦＥＴに比べチャネル移動度を大きくすることができ、オン抵抗を低減させる
ことができる。
【００５１】
そして、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴでは、後述する方法により、表面チ
ャネル層５とゲート酸化膜７の界面における残留炭素が低減されている。このため、さら
に高いチャネル移動度を実現できると共に、オン抵抗のさらなる低減を図ることができる
。
【００５２】
以下、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴの製造方法について説明する。図２～
図４に、本実施形態の縦型パワーＭＯＳＦＥＴの製造工程を示し、これらの図に基づいて
説明する。
【００５３】
〔図２（ａ）に示す工程〕
まず、ｎ型４Ｈ、６Ｈ、３Ｃもしくは１５Ｒ－ＳｉＣからなるｎ +型基板１を用意する。
このとき、ｎ +型基板１として、その厚さが４００μｍ、主表面１ａが（０００１）面の
ものを用いている。そして、このｎ +型基板１の主表面１ａに厚さ５μｍのｎ -型ドリフト
層２をエピタキシャル成長させる。このようにすれば、ｎ -型ドリフト層２は下地の基板
１と同様の結晶となり、４Ｈ、６Ｈ、３Ｃ又は１５Ｒ－ＳｉＣで構成される。
【００５４】
〔図２（ｂ）に示す工程〕
ｎ -型ドリフト層２の上の所定領域にＬＴＯ膜２０を配置し、これをマスクとしてＢ +（若
しくはアルミニウム）をイオン注入して、ｐ型ベース領域３を形成する。このときのイオ
ン注入条件は、温度が７００℃、ドーズ量が１×１０ 1 6ｃｍ - 2となるようにしている。
【００５５】
〔図２（ｃ）に示す工程〕
ＬＴＯ膜２０を除去した後、ｎ -型ドリフト層２の表面部及びｐ型ベース領域３の表面部
に、化学気相成長法（ＣＶＤ法）により表面チャネル層５をエピタキシャル成長させる。
【００５６】
このとき、縦型パワーＭＯＳＦＥＴをノーマリオフ型にできる程度に、表面チャネル層５
の厚み（膜厚）が設定されるようにする。すなわち、縦型パワーＭＯＳＦＥＴをノーマリ
オフ型とするためには、ゲート電圧を印加していない状態の際に、表面チャネル層５に広
がる空乏層が電気伝導を妨げるように十分なバリア高さを有している必要があるため、こ
の条件を満たすような厚みで表面チャネル層５を形成する。このようなノーマリオフ型の
縦型パワーＭＯＳＦＥＴは、故障などによってゲート電圧を印加できないような状態とな
っても、電流が流れないようにすることができるため、ノーマリオン型のものと比べて安
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全性を確保することができる。
【００５７】
〔図３（ａ）に示す工程〕
表面チャネル層５の上の所定領域にＬＴＯ膜２１を配置し、これをマスクとしてＮ（窒素
）等のｎ型不純物をイオン注入し、ｎ +型ソース領域４を形成する。このときのイオン注
入条件は、温度が７００℃、ドーズ量が１×１０ 1 5ｃｍ - 2となるようにしている。
【００５８】
〔図３（ｂ）に示す工程〕
ＬＴＯ膜２１を除去した後、フォトレジスト法を用いて表面チャネル層５の上の所定領域
にＬＴＯ膜２２を配置し、これをマスクとしてＲＩＥによりｐ型ベース領域３上の表面チ
ャネル層５を部分的にエッチングする。
【００５９】
〔図３（ｃ）に示す工程〕
そして、ＬＴＯ膜２２をマスクにしてＢ +をイオン注入し、ディープベース領域３ａを形
成する。これにより、ｐ型ベース領域３の一部が厚くなったものとなる。このディープベ
ース領域３ａは、ｎ +型ソース領域４と重ならない部分に形成される。
【００６０】
〔図４（ａ）に示す工程〕
マスクとして用いたＬＴＯ膜２２を除去したのち、基板表面を洗浄する。続いて、ｎ +型
基板１を超高真空チャンバー内に収容し、表面チャネル層５の表面がＳｉ終端の清浄面と
なるようにする。この工程について図５を参照して説明する。
【００６１】
図５は、本工程における表面チャネル層５の表面の様子を示したものである。まず、ＬＴ
Ｏ膜２２を除去した後、基板表面を洗浄したのち、図５（ａ）に示すように表面チャネル
層５の表面にＳｉ層３０を約５ｎｍの厚さで蒸着等によって成膜する。そして、超高真空
チャンバー内を５００～１１００℃（好ましくは１０００℃）に高温化させる。これによ
り、図５（ｂ）に示すようにＳｉ層３０のうちの大部分のＳｉが蒸発する。このとき、高
温化の際の温度プロファイルの設定条件等に応じて、表面チャネル層５の表面にＳｉが２
～３原子層残り、表面チャネル層５の表面がＳｉ終端の清浄面とされた３×３構造、２・
３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2構造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等となる。
【００６２】
なお、Ｓｉ終端の場合の３ 1 / 2×３ 1 / 2構造として、例えば図６（ａ）、（ｂ）に示すよう
な２つの構造が挙げられる。図６（ａ）、（ｂ）のうちの紙面上方に結晶構造を横方向か
ら見たときの詳細が示してあり、紙面下方に結晶構造を上方向から見たときの詳細が示し
てある。図６（ａ）の構造は、任意のＣ原子と結合された３つのＳｉそれぞれに結合する
ようにＳｉ原子が配置されたもので、図６（ｂ）の構造は、任意のＣ原子と結合された３
つのＳｉそれぞれに１つづつＳｉ原子が結合され、その結合された３つのＳｉ原子が互い
に結合された配置のものである。これら両方の構造共に本実施形態を適用することができ
る。
【００６３】
続いて、図５（ｃ）に示すように、表面チャネル層５の表面にＬＴＯ膜からなるゲート酸
化膜７をデポジションする。例えば、ＬＰＣＶＤ法で酸化膜を堆積させ、その堆積レート
が５ｎｍ／ｍｉｎ以下となるようにし、信頼性の高い良質な酸化膜が形成されるようにし
ている。なお、ここではデポジションによって行っているが、エピタキシャル成長によっ
てゲート酸化膜７を形成しても良い。
【００６４】
その後、７００℃以上かつ９００℃以下、好ましくは８７５℃の熱酸化処理を行う。この
とき、表面チャネル層５の表面で終端したＳｉのみが酸化するように、ドライＯ 2雰囲気
とする。なお、このときの熱酸化は、酸素ガス、オゾン、ラジカル（酸素にＵＶ照射を行
って酸素を活性化させたもの）のいずれを用いてもよい。
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【００６５】
このような熱酸化処理により、表面チャネル層５の表面で終端しているＳｉが酸化されて
ＳｉＯ 2となり、図５（ｄ）に示すように、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面
が残留炭素をほぼ含まないＳｉＯ 2／ＳｉＣ清浄界面となる。
【００６６】
なお、熱酸化温度は少なくとも７００℃以上であればＳｉを酸化させられるが、表面チャ
ネル層５中のＳｉＣが酸化してしまわないように、上限を９００℃としている。
【００６７】
その後、ゲート酸化膜７の上にＬＰＣＶＤによりドープトポリシリコン層を成膜する。こ
のとき、成膜温度を６００℃としている。この後、ドープトポリシリコン層をパターニン
グしてゲート電極８を形成する。
【００６８】
〔図４（ｂ）に示す工程〕
引き続き、ゲート酸化膜７の不要部分を除去した後、ＬＴＯよりなる絶縁膜９を形成して
ゲート電極８及びゲート酸化膜７を覆う。このとき、成膜温度を４２５℃とし、成膜後に
１０００℃のアニールを行うようにしている。
【００６９】
〔図４（ｃ）に示す工程〕
そして、室温での金属スパッタリングによりソース電極１０及びドレイン電極１１を配置
する。また、成膜後に１０００℃のアニールを行う。このようにして、図１に示すプレー
ナ型ＭＯＳＦＥＴが完成する。
【００７０】
以上説明したように、表面チャネル層５の表面で終端したＳｉのみを酸化させるようにす
れば、ＳｉＣを酸化させることによって発生する残留炭素が生成されないため、ゲート酸
化膜７と表面チャネル層５との界面における残留炭素を低減することができる。これによ
り、さらに高いチャネル移動度を実現できると共に、オン抵抗のさらなる低減を図ること
ができる。
【００７１】
　（第２実施形態）
　上記第１実施形態において、図４（ａ）の工程で、表面チャネル層５の表面を 終端
にしたのち、その後の工程に移行する前に、超高真空中で表面チャネル層５の表面にＳｉ
Ｏｘ膜や窒化膜を保護膜としてデポジションするようにしても良い。
【００７２】
図３（ｃ）の工程から図４（ａ）の工程に移行するに際し、違うチャンバーに代えて行う
場合があるため、一旦、ｎ +型基板１を外部に取り出す可能性がある。このような場合、
表面チャネル層５の表面に不純物が付着しかねないが、ＳｉＯｘ膜を形成しておくことに
より不純物が付着することを保護することができる。これにより、不純物に起因する界面
準位密度を低減することができる。
【００７３】
　なお、窒化膜を保護膜として用いれば、表面チャネル層５の表面に形成されるＳｉＯ２

膜と保護膜（窒化膜）とによるＯＮ 膜をゲート酸化膜７の代りに用いることもできる。
【００７４】
（第３実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図７に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面を
洗浄する。この後、図７（ａ）、（ｂ）では、上記第１実施形態と同様の方法により、表
面チャネル層５の表面をＳｉ終端の清浄面とされた３×３構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2

構造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等にする。
【００７５】
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続いて、図７（ｃ）に示すように、表面チャネル層５の表面にＬＴＯ膜からなるゲート酸
化膜７をデポジションする。例えば、ＬＰＣＶＤ法で酸化膜を堆積させ、その堆積レート
が５ｎｍ／ｍｉｎ以下となるようにし、信頼性の高い良質な酸化膜が形成されるようにし
ている。
【００７６】
その後、８００℃以上かつ１０００℃以下、好ましくは１０００℃の熱処理を行う。この
とき、表面チャネル層５の表面での酸化が行われないようにＡｒ等の不活性ガス雰囲気と
する。
【００７７】
このような熱処理により、図７（ｄ）に示すように表面チャネル層５の表面で終端してい
るＳｉとゲート酸化膜７中のＳｉＯ 2とを結合させることができ、電気的に活性化させ、
ＭＯＳ動作可能とすることができる。
【００７８】
なお、熱処理温度は少なくとも８００℃以上であれば良いが、熱的に表面チャネル層５の
表面で終端したＳｉとゲート酸化膜７中のＳｉＯ 2とが結合する温度となるように温度範
囲を設定している。
【００７９】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【００８０】
以上説明したように、表面チャネル層５の表面で終端したＳｉとゲート酸化膜７中のＳｉ
Ｏ 2とを結合させることで、これらを電気的に活性化させ、ＭＯＳ動作可能とすることが
できる。このような構成も、ＳｉＣを酸化させることによって発生する残留炭素が生成さ
れないため、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面における残留炭素を低減するこ
とができ、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００８１】
なお、本実施形態においても、第２実施形態に示すように、表面チャネル層５の表面にＳ
ｉＯｘ膜を形成するようにすることで、表面チャネル層５の表面に不純物が付着すること
を防止することができ、第２実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００８２】
また、ＳｉＯｘ膜を形成する代りに、図４（ａ）の工程で、表面チャネル層５の表面をＳ
ｉ終端にしたのち、その後の工程に移行する前に、表面チャネル層５のＳｉ終端面にＨ 2

を照射したりＨを供給することでＨ終端面を形成するようにしても良い。このようにして
も、表面チャネル層５の表面に不純物が付着することを防止することができると共に、Ｈ
ターミネーションとすることで、ダングリングボンドを無くして界面準位密度を減らすこ
とができる。
【００８３】
参考として、真空チャンバー内で３×３構造を形成し、その上にＳｉＯ 2膜を堆積して電
気特性（Ｃ－Ｖ特性）を実験により測定した。具体的な試料作成方法は以下のように行っ
た。
【００８４】
まず、Ｓｉ flux中において約１０００℃で加熱することで、一旦、ＳｉＣ表面に３ 1 / 2×
３ 1 / 2構造を形成しておき、その後、Ｓｉ flux中において約９００℃で加熱することによ
り３×３構造を得た。このようにすることで、ＳｉＣ表面にシリコンドロップレットが残
ることを防止することが可能となる。なお、ここでは３ 1 / 2×３ 1 / 2構造を形成したのちに
３×３構造を形成したが、約１１００℃程度まで加熱して６・３ 1 / 2×６・３ 1 / 2構造とし
た後に例えば約９００℃程度とすることで３×３構造としても良い。
【００８５】
その後、試料を真空チャンバーから取り出したときに、試料表面の３×３構造が大気に触
れることによって変質してしまわないように、試料を取り出す前に３×３構造上にＳｉＯ
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ｘ膜からなる保護膜を形成した。例えば、保護膜として、酸素ガスとＳｉ fluxを同時に供
給することで数ｎｍの酸化珪素膜を形成した。
【００８６】
次に、試料を真空チャンバーから取り出し、別のチャンバーでＳｉＣ表面上にＳｉＯ 2膜
を堆積させた。例えば、ＬＰＣＶＤにより５ｎｍ／ｍｉｎ以下の堆積レートでＳｉＯ 2膜
を約８０ｎｍ堆積させた。その後、ＳｉＯ 2膜とＳｉＣ基板との電気的接合を得るため、
８７５℃で３０分間加熱した。そして、この加熱を酸素ガス雰囲気と窒素ガス雰囲気いず
れの場合も行ったところ、どちらの条件においても良好な電気特性を得ることができた。
【００８７】
このように、本実施形態に示す方法を適用することにより、高いチャネル移動度を実現で
きると共に、オン抵抗のさらなる低減を図ることが可能になるといえる。なお、ここでは
真空チャンバーから取り出した後にＳｉＯ 2膜を堆積させる場合について説明したが、真
空チャンバーから取り出さずに真空チャンバー内でＳｉＯ 2を堆積させるようにしても良
い。この場合、保護膜を形成せずに、ＳｉＣ表面上にＳｉＯ 2膜を堆積させるようにして
も良い。
【００８８】
（第４実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図８に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面を
洗浄する。次に、図８（ａ）、（ｂ）では、第１実施形態と同様の方法により、表面チャ
ネル層５の表面をＳｉ終端の清浄面とされた３×３構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2構造、
３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等にする。
【００８９】
続いて、図８（ｃ）に示すように、表面チャネル層５の表面に残ったＳｉ等をＯ 2、Ｈ 2Ｏ
、Ｏ 3もしくは酸素ラジカルのいずれかによる酸化プロセスを用いて熱酸化することでゲ
ート酸化膜７を形成する。このとき、熱酸化の温度を１０００～１４００℃としている。
このようにすれば、表面チャネル層５の表面におけるＣの露出量が少ない状態で熱酸化が
行われることになる。従って、表面チャネル層５の表面のＣが核となって増加する残留炭
素の量を、その核となるＣを少なくすることによって低減することが可能となる。なお、
熱温度は少なくとも１０００℃以上であれば良いが、ゲート酸化膜７のクリストバル化を
防止するために、上限を１４００℃としている。
【００９０】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【００９１】
以上説明したように、表面チャネル層５の表面をＳｉで終端させた状態で、つまり表面チ
ャネル層５の表面におけるＣの露出量を少なくした状態で熱酸化を行い、表面チャネル層
５の表面にゲート酸化膜７を形成すれば、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面の
残留炭素を低減することができる。これにより、第１実施形態と同様の効果を得ることが
できる。
【００９２】
なお、本実施形態においても、第２実施形態に示すように、表面チャネル層５の表面にＳ
ｉＯｘ膜や窒化膜からなる保護膜を形成するようにすることで、表面チャネル層５の表面
に不純物が付着することを防止することができ、第２実施形態と同様の効果を得ることが
できる。
【００９３】
また、ＳｉＯｘ膜を形成する代りに、図４（ａ）の工程で、ＬＴＯ膜２２を除去したのち
、その後の工程に移行する前に、表面チャネル層５のＳｉ終端面にＨ 2を照射したりＨを
供給することでＨ終端面を形成するようにしても良い。このようにしても、表面チャネル
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層５の表面に不純物が付着することを防止することができると共に、Ｈターミネーション
とすることで、ダングリングボンドを無くして界面準位密度を減らすことができる。
【００９４】
（第５実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図９に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面を
洗浄する。次に、図９（ａ）、（ｂ）では、第１実施形態と同様の方法により、表面チャ
ネル層５の表面をＳｉ終端の清浄面とされた３×３構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2構造、
３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等にする。
【００９５】
続いて、図９（ｃ）に示すように、表面チャネル層５の表面にＳｉ層３１をエピタキシャ
ル成長させる。その後、図９（ｄ）に示すように、Ｓｉ層３１をドライ雰囲気にて熱酸化
することでゲート酸化膜７を形成する。このとき、熱酸化の温度を７００～９００℃とす
ることで、Ｓｉ層３１のみが熱酸化され、表面チャネル層５中のＳｉＣは熱酸化されない
ようにしている。このようにすれば、表面チャネル層５の表面におけるＳｉＣが熱酸化さ
れることによる残留炭素の発生を抑制することができる。なお、熱酸化温度は少なくとも
７００℃以上であればＳｉを酸化させられるが、表面チャネル層５中のＳｉＣが酸化して
しまわないように、上限を９００℃としている。
【００９６】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【００９７】
以上説明したように、表面チャネル層５の表面をＳｉで終端させると共に、表面チャネル
層５の表面にＳｉ層３１を成膜し、このＳｉ層３１のみを熱酸化することで、ゲート酸化
膜７と表面チャネル層５との界面の残留炭素を低減することができる。これにより、第１
実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００９８】
（第６実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図１０に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面
を洗浄する。次に、図１０（ａ）、（ｂ）では、第１実施形態と同様の方法により、表面
チャネル層５の表面をＳｉ終端の清浄面とされた３×３構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2構
造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等にする。
【００９９】
続いて、図１０（ｃ）では、表面チャネル層５の表面にＳｉ層３１をエピタキシャル成長
させる。次いで、Ｓｉ層３１の表面にＳｉＯ 2膜３２をデポジションしたのち、熱処理を
施し、Ｓｉ層３１をドライ雰囲気にて熱酸化する。これにより、図１０（ｄ）に示すよう
に、Ｓｉ層３１で形成された酸化層とＳｉＯ 2膜３２とによりゲート酸化膜７が形成され
る。このとき、熱処理の温度を７００～９００℃とすることで、Ｓｉ層３１のみが熱酸化
され、表面チャネル層５中のＳｉＣは熱酸化されないようにしている。このようにすれば
、表面チャネル層５の表面におけるＳｉＣが熱酸化されることによる残留炭素の発生を抑
制することができる。なお、熱酸化温度は少なくとも７００℃以上であればＳｉを酸化さ
せられるが、表面チャネル層５中のＳｉＣが酸化してしまわないように、上限を９００℃
としている。
【０１００】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【０１０１】
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以上説明したように、表面チャネル層５の表面をＳｉで終端させると共に、表面チャネル
層５の表面にＳｉ層３１を成膜し、このＳｉ層３１のみを熱酸化することで、ゲート酸化
膜７と表面チャネル層５との界面の残留炭素を低減することができる。これにより、第１
実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０２】
なお、ここでは図１０（ｃ）に示す工程において、熱処理温度を上記温度とすることによ
り、Ｓｉ層３１が熱酸化されて酸化層となるようにしているが、Ｓｉ層３１をＳｉＣ化さ
せるようにすることも可能である。
【０１０３】
（第７実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図１１に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面
を洗浄する。次に、図１１（ａ）に示すように、表面チャネル層５の表面にＳｉ層３０を
約５ｎｍの厚さで蒸着等によって成膜する。そして、超高真空チャンバー内を５００～１
１００℃（好ましくは１０００℃）に高温化させる。これにより、図１１（ｂ）に示すよ
うにＳｉ層３０のうちの大部分のＳｉが蒸発し、高温化の際の温度プロファイルの設定条
件等を第１実施形態と異ならせるようにすれば、表面チャネル層５の表面がＣ終端の清浄
面とされた１×１構造（１倍周期構造）、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等となる
。
【０１０４】
続いて、図１１（ｃ）に示すように、表面チャネル層５の表面にＬＴＯ膜からなるゲート
酸化膜７をデポジションする。例えば、ＬＰＣＶＤ法で堆積させ、その堆積レートが５ｎ
ｍ／ｍｉｎ以下となるようにすることで、信頼性の高い良質なゲート酸化膜７が形成され
るようにしている。なお、このときのゲート酸化膜７の形成方法としては、ＴＥＯＳを緻
密にデポジションする方法であっても良いし、スピンコートによって酸化膜を形成する方
法であっても良い。
【０１０５】
その後、１２００℃以上かつ１４００℃以下、好ましくは１２５０℃の熱処理を行う。こ
の熱処理温度は少なくとも１２００℃以上であれば良いが、酸化珪素の結晶化によるクリ
ストバル化を抑制するために、上限を１４００℃としている。また、このとき、表面チャ
ネル層５の表面での酸化が行われないようにＡｒ等の不活性ガス雰囲気にすると共に、熱
処理時に発生するＣＯやＣＯ 2を引き抜けるように雰囲気圧力を６．６５×１０ 4Ｐａ（５
００ｍＴｏｒｒ）以下の減圧状態としている。
【０１０６】
このような熱処理により、図１１（ｄ）に示すように、表面チャネル層５の表面で終端し
ているＣと表面チャネル層５の上に形成されたゲート酸化膜７中のＳｉＯ 2とをＳｉＣ化
させることができ、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面が残留炭素をほぼ含まな
いＳｉＯ 2／ＳｉＣ清浄界面となる。
【０１０７】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【０１０８】
以上説明したように、本実施形態では、Ｃ終端とした表面チャネル層５の表面にＬＴＯ膜
をデポジションしたのち、高温熱処理を行うことで表面チャネル層５とＬＴＯ膜の界面を
ＳｉＯ 2／ＳｉＣ清浄界面とし、このような構造とされたＬＴＯ膜をゲート酸化膜７とし
て用いるようにしている。このため、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面が残留
炭素をほぼ含まない状態となるようにすることができ、さらに高いチャネル移動度を実現
できると共に、オン抵抗のさらなる低減を図ることができる。
【０１０９】
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なお、本実施形態においても、第２実施形態に示すように、表面チャネル層５の表面にＳ
ｉＯｘ膜や窒化膜からなる保護膜を形成するようにすることで、表面チャネル層５の表面
に不純物が付着することを防止することができ、第２実施形態と同様の効果を得ることが
できる。
【０１１０】
（第８実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図１２に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面
を洗浄する。続いて、図１２（ａ）、（ｂ）では、第７実施形態と同様の方法により、表
面チャネル層５の表面をＣ終端の清浄面とされた１×１構造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは
６×６構造等にする。
【０１１１】
続いて、図１２（ｃ）に示すように、表面チャネル層５の表面で終端したＣ層を除去する
。具体的には、水素処理（水素によるエッチング）により、Ｃ層を除去する。このように
、表面チャネル層５の表面で終端したＣ層を除去することにより、表面チャネル層５の表
面が清浄面となる。
【０１１２】
そして、図１２（ｄ）に示すように、表面チャネル層５の表面にＬＴＯ膜からなるゲート
酸化膜７をデポジションする。例えば、ＬＰＣＶＤ法で酸化膜を堆積させ、その堆積レー
トが５ｎｍ／ｍｉｎ以下となるようにし、信頼性の高い良質な酸化膜が形成されるように
している。
【０１１３】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【０１１４】
以上説明したように、表面チャネル層５の表面で終端したＣ層を除去しておくことで、表
面チャネル層５の表面を清浄面とし、その清浄面の上にゲート酸化膜７を形成することで
、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面をＳｉＯ 2／ＳｉＣ清浄界面とすることが
できる。これにより、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１５】
なお、ここでは表面チャネル層５の表面にゲート酸化膜７をデポジションしているが、表
面チャネル層５の表面を熱酸化することでゲート酸化膜７を形成しても、上記と同様の効
果を得ることができる。
【０１１６】
（第９実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図１３に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面
を洗浄する。続いて、図１３（ａ）、（ｂ）では、第１実施形態と同様の方法により、表
面チャネル層５の表面をＣ終端の清浄面とされた１×１構造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは
６×６構造等にする。
【０１１７】
続いて、図１３（ｃ）に示すように、表面チャネル層５の表面にＬＴＯ膜からなるゲート
酸化膜７をデポジションする。例えば、ＬＰＣＶＤ法で酸化膜を堆積させ、その堆積レー
トが５ｎｍ／ｍｉｎ以下となるようにし、信頼性の高い良質な酸化膜が形成されるように
している。そして、熱処理を施すことで、表面チャネル層５の表面に存在するダングリン
グボンドを除去する。例えば、水素雰囲気内での熱処理を施し、ダングリングボンドを水
素終端とさせることで除去する。このように、表面チャネル層５の表面におけるダングリ
ングボンドを除去することにより、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面をＳｉＯ
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2／ＳｉＣ清浄界面とすることができる。
【０１１８】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【０１１９】
以上説明したように、表面チャネル層５の表面のダングリングボンドを除去しておくこと
で、表面チャネル層５の表面を清浄面とし、その清浄面の上にゲート酸化膜７を形成する
ことで、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面をＳｉＯ 2／ＳｉＣ清浄界面とする
ことができる。これにより、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２０】
なお、本実施形態では、ダングリングボンド除去のための水素処理をゲート酸化膜７の形
成後に行うようにしたが、形成前、形成途中に行うようにしても、上記と同様の効果を得
ることができる。
【０１２１】
（第１０実施形態）
本実施形態も、第１実施形態の図４（ａ）の工程を変更することで、ゲート酸化膜７と表
面チャネル層５との界面における残留炭素を低減する。このときの変更した工程中の表面
チャネル層５の表面の様子を図１４に示す。まず、ＬＴＯ膜２２を除去した後、基板表面
を洗浄する。次に、図１４（ａ）、（ｂ）では、第３実施形態と同様の方法により、表面
チャネル層５の表面をＳｉ終端の清浄面とされた３×３構造、２・３ 1 / 2×２・１３ 1 / 2構
造、３ 1 / 2×３ 1 / 2構造もしくは６×６構造等にする。
【０１２２】
続いて、超高真空チャンバー内を５００～１０００℃、好ましくは１０００℃としたまま
、雰囲気圧力を１×１０ - 2Ｐａ（１×１０ 1 4Ｔｏｒｒ）とし、超高真空チャンバー内に酸
素ガスを供給する。このとき、表面チャネル層５への酸素の暴露量が１０～１０ 2Ｐａ・
ｓ程度、好ましくは１０Ｐａ・ｓとなるように酸素を吸着させる。なお、このとき超高真
空チャンバー内の温度が低温になると表面チャネル層５の表面上にシリコン酸化膜（図中
点線で示す）が形成されてしまう可能性があるため、これが形成されないように上記温度
設定としている。
【０１２３】
これにより、図１４（ｃ）に示すように、３×３構造等を構成しているＳｉや表面チャネ
ル層５中のＳｉ及びＣが酸素ガス中のＯ（酸素）と反応し、ＳｉＯ、ＣＯ、ＣＯ 2となっ
て除去され、Ｓｉ及びＣ原子のみが周期的に並んだ１×１構造となる。このようにするこ
とで、表面チャネル層５の表面は、図１４（ｄ）に示すような大気中のＣ等で汚染されて
いない清浄面となる。
【０１２４】
続いて、図１４（ｅ）に示すように、表面チャネル層５の表面を熱酸化することでゲート
酸化膜７を形成する。このとき、表面チャネル層５の表面が上述したような清浄面となっ
ていることから、表面チャネル層５の表面における残留炭素がほとんど無い状態で熱酸化
が行われることになる。従って、表面チャネル層５の表面のＣが核となって増加する残留
炭素の量を、その核となるＣを少なくすることによって低減することが可能となる。なお
、熱温度は少なくとも１０００℃以上であれば良いが、ゲート酸化膜７のクリストバル化
を防止するために、上限を１４００℃とするのが好ましい。
【０１２５】
その後、ゲート酸化膜７の上にゲート電極８を形成したのち、第１実施形態に示す図４（
ｂ）以降の工程を行うことで、本実施形態における縦型パワーＭＯＳＦＥＴが完成する。
【０１２６】
以上説明したように、表面チャネル層５の表面をＳｉで終端させたのち、Ｓｉ終端のＳｉ
や表面チャネル層５中のＳｉやＣを酸素ガス中のＯと反応させることで、表面チャネル層
５の表面を清浄面とすることができる。そして、このような清浄面となった表面チャネル
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層５の表面を熱酸化することで、ゲート酸化膜７と表面チャネル層５との界面の残留炭素
を低減することができる。これにより、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２７】
なお、表面チャネル層５とゲート酸化膜７の界面に残留炭素が発生したり、ダングリング
ボンドが発生しないように、熱酸化前、熱酸化途中もしくは熱酸化後に、第４実施形態で
示したような方法によるＨターミネーションとしても良い。
【０１２８】
また、ここでは表面チャネル層５の表面を熱酸化することによってゲート酸化膜７を形成
しているが、表面チャネル層５の表面にＳｉＯ 2をデポジションすることでゲート酸化膜
７を形成しても、上記と同様の効果を得ることができる。
【０１２９】
（第１１実施形態）
上記第１実施形態ではプレーナ型の縦型パワーＭＯＳＦＥＴに本発明を適用した場合を示
したが、本実施形態では、溝ゲート型の縦型パワーＭＯＳＦＥＴに本発明を適用する場合
を示す。
【０１３０】
図１５に溝ゲート型のＭＯＳＦＥＴを示す。溝ゲート型のＭＯＳＦＥＴには、例えばｎ +

型半導体基板４１上にｎ -型エピ層４２とｐ型ベース層４３とが積層された基板４４が用
いられる。
【０１３１】
ｐ型ベース層４３の表層部にはｎ +型ソース領域４５が形成され、基板４４の表面からｎ +

型ソース領域４５およびｐ型ベース層４３を貫通するように溝４７が形成されている。こ
の溝４７の側面４７ａには、表面チャネル層４８が形成され、表面チャネル層４８の表面
及び溝４７の底面４７ｂを含む溝４７の内壁には、ゲート酸化膜４９を介してゲート電極
５０が形成されている。
【０１３２】
ゲート電極５０上には、ソース領域４５及びｐ型ベース層４３に接続されるソース電極５
２が層間絶縁膜５１を介して形成されている。そして、基板４４の裏面側にドレイン電極
５３が備えられ、図１５に示す溝ゲート型のＭＯＳＦＥＴが構成されている。
【０１３３】
このような構成を有する溝ゲート型のＭＯＳＦＥＴのゲート酸化膜４９と表面チャネル層
４８に関しても、第１～第１０実施形態と同様の方法を適用することにより、上記各実施
形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３４】
（第１２実施形態）
本実施形態では、ラテラルＭＯＳＦＥＴに本発明を適用した場合を示す。図１６にラテラ
ルＭＯＳＦＥＴを示す。ラテラルＭＯＳＦＥＴの基板としてｐ型半導体基板１０１が用い
られている。この基板１０１の所定領域には、イオン注入等によって表面チャネル層１０
２が形成されており、この表面チャネル層１０２の両側にはソース層１０３、ドレイン層
１０４が形成されている。また、表面チャネル層１０２上にはゲート酸化膜１０５を介し
てゲート電極１０６が備えられている。
【０１３５】
このように構成されたラテラルＭＯＳＦＥＴのゲート酸化膜１０５と表面チャネル層１０
２に関しても、第１～第１０実施形態と同様の方法を適用することにより、上記各実施形
態と同様の効果を得ることができる。
【０１３６】
（他の実施形態）
上記各実施形態では、ＭＯＳＦＥＴのゲート絶縁膜に本発明を適用する場合を述べている
が、フィールドプレートや層間絶縁膜として使用される絶縁膜とＳｉＣとの界面において
上記実施形態を適用しても良い。
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【０１３７】
また、上記各実施形態において、表面チャネル層５の表面やＳｉ層３１を熱酸化すること
によってゲート酸化膜７を形成する場合、熱酸化の方法としては、第３実施形態で示した
ように、酸素ガス、オゾン、ラジカルのいずれを用いても良い。また、上記各実施形態に
おいて、表面チャネル層５の表面にゲート酸化膜７形成したり、Ｓｉ層３１の表面にＳｉ
Ｏ 2膜３２を形成する場合、それらをＬＰＳＶＤ、ＴＥＯＳ、スピンコートによって形成
することが可能である。
【０１３８】
また、上記各実施形態では、ｎ型チャネルタイプのＳｉＣ半導体装置を例に挙げて説明し
ているが、勿論、各構成要素の導電型を逆にしたｐ型チャネルタイプのものについても本
発明を適用することができる。
【０１３９】
なお、上記各実施形態では、ｎ -型層を表面チャネル層５、４８、１０２とするｎチャネ
ルタイプのＭＯＳＦＥＴに本発明を適用した場合について説明したが、もちろん各構成要
素の導電型を反転させたｐチャネルタイプのＭＯＳＦＥＴに適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の断面構成を示す図である。
【図２】図１に示すＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図３】図２に続くＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図４】図３に続くＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図６】Ｓｉ終端の場合の３ 1 / 2×３ 1 / 2構造を示した図である。
【図７】本発明の第３実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図８】本発明の第４実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図９】本発明の第５実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１０】本発明の第６実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１１】本発明の第７実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１２】本発明の第８実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１３】本発明の第９実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である。
【図１４】本発明の第１０実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す図である
。
【図１５】本発明の第１１実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の断面構成を示す図である
。
【図１６】本発明の第１２実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の断面構成を示す図である
。
【符号の説明】
１…ｎ +型基板、２…ｎ -型エピ層、３…ｐ型ベース領域、４…ｎ +型ソース領域、５…表
面チャネル層、７…ゲート酸化膜、８…ゲート電極、９…絶縁膜、１０…ソース電極、１
１…ドレイン電極。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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